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サービスのマーケティング・チャオ、1レ

についての一考察

高橋秀 雄

I は じ め に

ここで取り扱うのはサ}ピスという無形財のマーケティ γ グ・チャネノレであ

り，従来から数多〈取り上げられてきた消費財，生産財のそれではない。この

サーピスのチャネノレについては， これまでその無形性というとらえどころのな

い性質から，有形財のチャネノレに比較してあまり取り上げられてはこなかった。

しかしながらこのサーピλのチャネルの問題は，サーピ九業の経済全体に占め

る割合が高〈なってきていることを考えると決してないがしろにされてよい問

題ではないといえる。

一般的にし、ってこのサーピ見のチャネノレについてはまだその研究が有形財の

それに比べて著しく不足しており，そのチャ不ノレ問題の基本的性格さえも十分

には解明されてはいないといえる。そうしたところからここではこのサービス

のチャネル問題について分析を行なうことにより，次のような点を明きらかに

しようとするものである。それは 1 有形財のチャネノレと比較して， サ一己九

のチャネノレにはどのような構造がみられどのような機能上の特徴がみられるの

か， 2 サーピλのチャネノレ構築のさいには特にどのようなことが問題になる

のか， 3 チャネノレにおける諸活動の管理の内容をなすものには何があり，い

かなることが問題にな喜のか Eいった 3つの点である。とうした点について少

しでも明きらかにし，サーピスのチャネノレに対する研究への関心を喚起するこ

とが本稿の目的とするところである。
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II 問題の限定とサービスの性質，特質について

十一ピスのチャ不ノレについての分析を行なうまえに，ここで若干の問題の限

定を行なうとともに，サーピλの性質3 特質といった ζ とについて明きらかに

しておくことにしよう。

問題の限定

第一にここで取り扱うサーぜスというのは，十-P::プス業を営んでいる企業や

サーピスの提供を行なっている非営利機関によって提供'dれるサーピスのこと

である。これら以外にも例えば製造業でもその製品の販売時や販売後にそれに

付随するサーピコえを提供しているが，ここでは特に旅行業，宿泊業，金融業，

保険業，娯楽業といったサ ピス業を営む企業や，学校，病院といったサービ

スの提供を行なう非営利機関によって消費者，顧客に提供されるサービスに関

わるチャネノレ問題を取り扱うのである。

第二にサービスとL寸無形財と有形財とをどこで区分するのかということで

あるが，上にも述べたように有形財の販売にさいしても何等かのサーピスが付

随し，サーピ五の販売にさいしても場合によっては有形のものを伴うことがあ

るのでこの点について整理しておぐ必要がある。 このことについて例えば E.

M ジョンソン E.E.シュウイ Yグ-K.A ガイダ (E.M. Johnson， E. 

E. Scheuing and K. A. Gaida) は 1サービスは得られた総価値の50%以上

がその性質において無形のものであるような購買として表わされるJIlとして

いる。ここでもこうした捉え方を受け継ぎ，"'i"ーピスを得られた総価値の50%

以上が無形のものからなっているものと Lて捉えていくととにする。

第三にここで分析されるサーピ旦のチャネノレは，消費者以外の企業，非営利

機関といったユーザーに対するものを含むものである。一般に有形財の場合に

は消費財，生産財といった区分を行なってそれぞれに対するチャネノレ分析がな

1) E. M. Johnson， E. E. Scheuing and K. A. Gaida， Profitable Ser'1lice Ma.rketing， Home 
wood. IHino】s:Dow ]ones.!rwin， 1986， p. 12 
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されているが，サービスに関しては有形財に比べてそうした分類がしにくし

またそうした分類をしたところでそれぞれに特有のチャネル構造やチャネル政

策が見い出せるのかどうかまだ疑問なところが多いので， とりあえずそうした

区分はしないでおく。

サーピ月の性質，特質

次にサーピスの性質，特質についてみていくことにしよう。ここで特にサー

ピスの性質，特質について検討するのは次のような理由からである。すなわち

サーぜスのチャネルの構造や機能が，それによって規定されてくると考えられ

る古主らであるの

このサーピスという無形財の性質，特質についていくらかの論者の見解をみ

ていくと s 例えばジョンツン一一=シュウイング~ガイダは，無形性，損なわ

れやすさ，同時性，異質性の 4つをそうしたものとして挙げているヘまた W

Jスタント γ(W，]. Stanton) は無形性，不可分性，異質性，損なわれやす

さと需要の変動を挙げておりへ C.H ラプロッグ (C.H. Lovelock) は短命

で経験的，消費の単位と Lての時間に対する強調，人々一一ーサービスの従業員

と他の顧客の双方ーーはしばしばサーピユ製品の一部分であるという事実とい

った点を挙げている430

このようにサービスの性質，特質として挙げられているものをみていくと，

これといって決まった形がなし損なわれやすし生産と消費が同時に行なわ

れかっ不可分であり，提供されるサービスが常に同質ではなくその時々によっ

て異質なものになりやすいといったことが，そうしたものと Lて挙げられてい

るといえる。この他消費者，顧客のサーピスの生産への参加3 その需要の変動

といったことも挙げられている。

2) Ibt"d.， pp. 13-19 

3) W. J. Stanton， Fuπdamentals of Marketing， 7th ed.， New York: McGraw-Hill， 1984， pp 
497-499 

4-) C. H. Lovelock， Service Marketing: Te:tt， Cas沼s，& Readings， EnglewoQd Cliffs， N. J.: 
Prentice-Hall， 1984. p. 480 
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つまりいいかえればサ ビスは有形財のように生産と消費を時間的，場所的

に分離することができず，また一定した形状，品質，規格を保つことや保存し

たりするということができず，さらにその需要の変動に有形財よりもさらされ

やすいと L寸性質，特質をもっということである。

よ二うしたリーピλ のもつ性質，特質が，テャネノレの構造中機能をどのように

規定していくことになるのかということについては以下で検討していくことに

しよう。

III サービスのチャヰ J~の概念とその一般的構造及び機能上の特徴

サーピプ、のチャネノレの分析を行なうにさいして，まずその概念規定がどのよ

うになされているのかを検討し，次にその一般的構造及び機能上の特徴につい

て検討していくことにしよう。

サービスのチャネノレの概念規定

このサーピスのチャネルの概念規定について，それを明確に行なっている論

者はいないのだが，例えばジョ γ ソン~シュウイングー~ガイ夕、は次のよう

に述べている。つまり「サーピ只配達システムの構成員は，顧客-<j-ーピスの

生産者，中開業者，及び補助機関，そして規制機関である」日と述べているので

ある。この規定もサービスのチャネノレ概念として明確に提示されたものではな

いが，参考のためこれについて検討していくことにしよう。

乙の規定についてみていくとサーピλ 配達システムというのはサービスのチ

ャネノレのことであると考えてよいが， ここで問題なのはチャネノレの構成員とし

て規制機関を含めていることである。規制機関というのはチャネノレの外部の者

なので，これについては含めない方が上いといえる。もう一つ問題なのは，チ

ャネルの構成員として補助機関を含めて上いかどうか土いうととである。とい

うのはこの点については後でも述べるが，サービスのチャネノレの場合には有形

財のそれとは異なって物的流通が一般的にはみられないところから，そうした

日) E. M. Johnson， et aL op. cit.， p. 257 
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活動に鋳わる輸送業者，倉庫業者といった補助機関も一般的にはみられないか

らである。この補助機関についてはごく限られた場合においてはみられなくも

ないが，一般的にはみられないので，それを含めてもよいかどうか疑問が残る

といえる。さらにこの規定では顧客をもチャネノレの構成員として含めているが，

この点については有形財のチャネノレにおいて特に営利チャネノレ〔山田mercial

channel) をだけ問題にするというときを除いては含めることもあるので，特

に問題はなし、といえる。いずれにせよサーピ只のチャネノレは，基本的にはサー

ピスの生産者，中開業者より構成されるものと考えた方がよいであろう。

+ーピスのチャネノレの概念規定についてはとれ〈らいにして， ここでチャネ

ルの楕成員である中間業者について].H. ドネリィ. ]r. (J. H. Donnelly， Jr.) 

が概念規定を行なっているので，これについても参考のためみていくことにし

よう。彼によればサーピスの中開業者というのは， ["サーピスを利用可能にL，

そして/あるいは一層便利にするために用いられる十一ピスの生産者と有望な

顧客との聞のいずれの企業外の実在J"'である。この定義ではサーピ旦の中開業

者は，サーピスの生産者と消費者3 顧客との聞に入りサービスを利用可能にす

るものということになる。このようにこの規定ではサービスの中開業者の役割

として，サ ピ月を利用可能にするといった点が強調されているが，サービス

の中間業者の主要な課業がこうした消費者，顧客にとっての利用可能性の確保

にあることを考えればこの規定は妥当なものといえる~，ここにこそ十一ピλ

のチャネノレの中開業者の特色があるといえる。

サービスのチャネノレの一般的構造及び機能上の特徴

次に乙うした規定を踏まえて，サービスのヲャネノレの 般的構造とその機能

上の特徴についてみていくことにしよう。

a 一般的構造

まず第ーにサーピスの提供されるチャネノレは，サービスの生産と消費が時間

6) J日 Donnelly，Jr.，“Marketing lntermediaries in Channels of Distribution for Services，" 
Journalol Marketing， Vol. 40. No. 1， January 19干6.p. 57. 
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的にも場所的にも分離しにくいところから有形財のそれに比べて短い。つまり

サーピス自体は生産されたと同時に消費されることから，生産者(ないしその

サービスの遂行者〕→消費者，顧客へと直接に提供され流通するのである730

第一に合形財のチャネノレではそ0)商的流通チャネノレにおいて財の所有権が移

転するが，サーピスには所有されるべき実体がないのでそれは移転しないω。

しかしながら清水滋氏のいうような「使用権J (例えば映画， コンザーートの入

場券，航空券に代表されるような〉が移転するということはありうるの。

第三に使用権が流通する場合には，生産者が直販を仔なうことの他に中開業

者を介じた間接流通を利用することができる 10九但しこの間接流通を利用する

場合においては，有形財のチャネんのように生産者→卸売業者→小売業者→消

費者，顧客といった段階的構造はほとんどみうけられない。よくみうけられる

段階的構造は，生産者→代理業者，プローカー→消費者，顧客といったもので

ある。

第四にサーピスのチャネノレの場合には，中開業者を利用した間接流通により

使用権l主流通させることができるが，それを通じてサービス自体を流通させる

ことはできないところから，結局のところサーピス自体はサーピスの生産者

〔ないしモの遂行者〕→消費者，顧客という具合に直接流通することになる。

有形財の場合にその製品が生産者のもとを離れれば基本的には，その最終的販

売に関与しなくてもよいというのとは非常に異なってくるといえる。

第五にサーピλのチャネノレにおい ζはサーピλそのものが輸送，貯蔵されな

7) スタシトンばこうしたサーピスの不可分性ほ. i直販が噌ー可能な流通チャネルであるという

ことを」意味するとしている(但Lこれはサ←ピス自体の流通について述べたものである〉。ま
た清水滋民はサ ピス自体の流通について， それは「 段階流通」であるとしている。 W.J 
Stanton， op. cit.， p. 497及び清水滋「サービスり話J. 日本経済新聞社，昭和岨年.30ページを
それぞれ書照りょと。

8) クョンソン他は. i所有権はサーピスが損なわれやすいところから移転することはできない」
としている。E.M. Johnson， et al.，噌 cit.，p. 261 

9) 清水滋j前掲書.30ベ ジを参照白こと。
10) 清水滋民は，使用権には間接流通が利用可能なことを示唆している。同上.30ページを毒照。

こと。
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いので，一般的には物的流通チャネノレやその活動が存在Lない!1l。しかしなが

らスタ γ トンの指摘するように，それらが存在する場合が少ないがありうる

(例えばレンタノレ庖の在庫やホテルが余剰の室数を持ったりすること等)山。

b 機能上の特徴

第一にサービスのチャネノレにおいては中開業者は消費者，顧客のサーピスの

利用を仲介するだけであり，販売対象としてのザーピメそのものを直接販売す

るというのではなL、。

第二にサ ピFえのような無形財の場合には，流通チャネノレを通してその需要

の調整を行なうことが有形財に比較して困難である。とのことはサービス自体

が W.E サヅサー (W.E. Sasser) のいうように，輸送したわ，在庫Lたり

することができないことによる則。つまり需要が増加するときにそれに合わせ

てその生産地点から市場にサーピスを輸送することができず，また将来の需要

増加を見込んでサーピスを貯蔵しておくことができないのである。

第三にサ ピスは有形財のように品質管理を厳密に行なうことができないと

ころから，消費者，顧客にサーピスを提供，配達するさいのその品質の維持・

管理がうまくできないといえる1ヘつまりサービスという無形財は上述のよう

に一定の品質を常時維持することが難しく，サーヒスが顧客に提供，配達され

るそのときどきによってそれが異なってきやすいのである。

以上まとめると，サーピユのチャネルには有形財のチャネルのように所有権

11l こうしたサーピス財には物的流通チャネルが一般的には存在しないということについては，ス
タントンやヲプロックが指摘している。 W.J. Stanton， op. cit.， p. 504 ]JzびC.H. Lovelock， 
op. cit.， p. 481をそれぞれ参照のこじ

12) W. J. Stanton， ibid.. p. 504 
13) W. E. Sasser，“ Match Supply and Dcmand in Service Industries，" Harvard Business 

Review. Vol. 54， No. 6， November-December 1976. p. 133 

14) こうした品質甘理の困難さは，単にサーピλが評1ヲであb損なわれやすいということだけでな
く. T.レヴィットのいうようにサーピスを提供する企業が非常に人間集約的な活動吉行なって
いるということによると考えられる。 T.Levitt，“ Marketing Intangible Products and Product 

Intangibles，" Hα内 ardBusiness Revt"ew， Vol. 59， No. 3， May-June 1981， p. 99，邦乱無
形製品と製品の無形性をどう売り込むか.rダイヤモンド ハーパ ド・ピジネスJ.1981年10月
号.21ベーシを参照のと !-o
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フローと Lての商的流通チャネルが存在しない。 LかLながら使用権のフロー

のチャネノレはみられる。また物的流通チャネル及び物的流通活動も，わずかの

場合を除いては一般的には存在しないといえる。さらにそのチャネノレ構造も有

形財に比べて単純で短いものとなっている。そして利用される中開業者もその

役割はサーピスの利用白仲介業務がほとんどであり，そのチャネノレにおいて物

的流通活動がほとんどないところか b需要の調整が困難であったり，またその

提供中，配達中に品質の維持・管理を行なうことが困難であるといったことが

みられる。

サーピスのチャネノレの一般的構造及び機能土の特徴についてはこれくらいに

して，次にサーピスのチャネルを管理してい〈うえでの諸問題について検討し

ていぐことに Lょう。

IV サービスのチャヰ)!-の構築に関する問題

チャネル管理にはチャネノレ構築に関する領域と，チャネノレ活動の管理(チャ

ネル参加者の管理をも含めた〕に関する領域の 2つがあると考えられるが，ま

ず最初にチャネノレ構築に関する領域についてみていくことにしよう。

このサーピスのチャネノレの構築に関する問題についてであ品が，サーピスの

チャネノレに関してはまだまだその研究が不足しているところから， この問題を

他のチャネル問題と区別して独立に扱っている論者はほとんどいない。それゆ

えそうした論者がそれに関連したことを述べていると思われる箇所をみてみる

ことに上り，この問題について考えていくことにする。例えばそうした論者の

うちジョンソ:/=シュウイ '/Y一一ガイダは，主としてサーピ九業0)チャネ

ノレについてであるが，まずサービスは「宜接あるいは間接のいずれかのペース

で販売され遂行されるJ15lとL， 直販チャネノレにはサ ピスの販売者(生産者

のこと)→サーぜ旦の消費者あるいは産業ヨーザーへの直販と，サーピスの販

売者→サーピスの遂行者(販売者と契約Lている〕→消費者あるいは産業ュー

15) E. M. Johnson， et al.， op. cit'J p. 261 
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ザーといった 2つのオフ.ショ Yがあるとしている。また中開業者を利用する間

サービスの販売者→代理業者あるいはブローカー→消費者

サーピ旦の販売者→販売代理業者あるいはブローカ

接販売の場合には，

あるいは産業ユーザーと，

一→購買代理業者あるいはプローカー→消費者あるいは産業ユーザ とL、った

オプショ Y の2つがあるとしている叩。つまりサ ぜア、のチャネノレに関しては

直販にするのか間接販売にするのかという選択肢があり， そのそれぞれに 2つ

のオプションがあるというのである(第1図〉。

サービスの流通チャネル

サ ピスの消費者あるいは犀業ユーザ一平

第 l図

~/.l主

直接販売
オプション

(原注〉

〈出所)

*非古利組織と政府機関を含む。
E. M. Johnson， E. E. Scheuing and K. A. Gaida， op. cit.， p. 262. 

流通さらにジョ Y ソγ他は「多〈のサーピス業にとって重要な流通問題は，

の密度に対する政策を確立することである」山と述べ有形財〔特に消費財〕の

選択的

疏通といった流通政策をサ ピスのチャネノレにも適用しようとしている曲。彼

等によればサ ピ旦の販売者(生産者〉が集約的流通政策をとるということは

生産者がそのチャネノレ構築のきいにとりうる集約的流通，排他的流通，

Ibid目， pp. 261-262 

Ibid.， p. 266 

Ibid.， pp. 266-267を事照のこと。

)
〉
〕
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数多くのサービス施設を持つということであり，排他的流通政策をとるという

ことは単一のサーピ月施設を持つということである。さらに選択的流通政策を

とるとし、うことはい〈っかのサ ピス施設を持つというよとである。このよう

に彼等はサーピ旦業を富むもの古川、くつサーピァ、施設を持つのかということり

相違に応じて，集約的流通，排他的流通，選択的流通のそれぞれを区分してい

るのである。

次に P. コトラー (P.Kotler)の議論であ与が，彼は主としてサーピユを提

供する非営利機関について述べている。彼はまず「そのサーピスを直接配達す

るという土りはむしろ小売することを決定した組織には，活動する小売販路を

どれくらいにするのかというさらなる意思決定があるJmとし，そうした決定

を行なった非営利機関はどこにどれだけの支宿，販路を設けるのかということ

について意思決定を行なう必要があるというのである。また自前の販路，支庖

というのではなく中開業者を販路として利用するときに， i利用可能な多数の

なかから最良な中開業者を選択するという問題J20
) があるとし，彼もまたその

さいに選択される販路の数によって排他的疏通，選択的流通，集約的流通のう

ちのいずれかをとりうるということを考えている山。

サーピ月のチャネノレの構築についてはこれらの議論にみられるように，直接

流通にするのか間接流通にするのかといったことや，その販路をどこにどれだ

け持つのかという問題がある。ところでこうした議論にはs 次のような点 E問

題があるといえる。

第 にζ うした議論においてはサ ピ凡それ自体の提供，配達されるチャネ

ノレと，十一ビスの使用権が販売されるチャネノレとを区別していないということ

である。例えばジョ Y ソ y他ばそのサーピスのチャネルの概念図(第 1阿〕の

なかに一方では阪売ノレート者示Lながらも，仇方では配達という言葉をその図

19) P. Kotler， Marketing for Nontrofit Org開 izations，2nd ed.， Englewood Cli白， N. J.: Pren. 
tice-Hall， 1982. p. 324 

20) Ibid.. p. 327 
21) Jbid.. p. 827の議論を参照のこと。
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のなかに入れて説明Lているように，サーピ只の提供，配達されるノレー下をも

同時に示している。このように彼等はサーピスの提供，配達されるチャネノレと，

サーピスの使用権の販売されるチャネノレを区別してはおらず混同しているとい

える。またコトラーもサーピスの提供，配達されるチャネルと，その使用権の

流通するチャネノレを区別しているわけではない。そしてそうしたところからサ

ーピλ のチャネノレの場合には，その使用権の販売，流通には直接及び間接流通

のいずれかないし双方を利用することができるが，サ ピスの提供，配達に関

しては直接流通しか利用し得ないということについての認識もないのであるo

第三に上述の議論では，有形財のチャネノレの議論において問題にされてきた

集約的流通，選択的流通，排他的統通といった流通政策をI貰接サーピスのチャ

ネノレにも適用しようとしているがJ その適用の仕方に問題があるといえる。つ

まり有形財のチャネノレの議論においては，生産者が中開業者を利用してその製

品を流通させようとする場合，そのチャネノレの集約度，開放度の組み合わせを

どう選択するかによって集約的流通，選択的流通，排他的流通のいずれをとる

のか決まってくるというのである。

しかしながらジョンソン他は，サーピエの販売者(生産者のこと〕がサービス

を提供する施設をいくつ持つのかのその数の多寡によって，それが単ーであれ

ば排他的流通，いくつか複数であれば選択的流通，多数であれば集約的流通と

いっているのである。先にも述べたようにサーピスの提供，配達は直接消費者，

顧客になされるのであるが，彼等のいっているのも結局は直販チャネノレのこと

Eある。すなわち中間業者を利用した間接流通に関して，集約的流通，選択的

流通，排他的流通ということをいっているわけではないのである。またコ}ラ

も彼が例に挙げているのはサービスに関連した物財が流通するチャネんであ

って22)中開業者を別用したサーザスの使用権の流通するチャネルではない。

このようにジョンソン他もコトラーも，手の適用の{十方に問題があ品といオる。

以上が問題点であるが，サービスのチャネノレの分析にあたってはまずサーピ

22) この点については，ibid.. pp. 326-328に展開されている議論を参照白こと。
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コえの提供，配達されるチャネノレとその使用権の流通するチャネルとを区別した

うえで，前者には直接流通のみが利用可能であり後者には直接流通と間接流通

の双方ともが利用可能であるということを認識すべきである。そして次に使用

権の流通に中開業者を刺用L間接流通をとる場合に，集約的流通，選択的流通，

排他的流通といった政策をとりうるりであると捉えるべきである。

V サービスのチャヰルにおける諸活動の管理

この+ーピスのチャネノレにおける諸活動に関する管理については， これに関

する議論がほ2とんどなされていないところから何がその内容ゃなすのか不明な

点が多いが，とりあえずこ ζではサービスの提供，配達に関わる諸活動の管理

の問題と，中間業者に対する管理の問題の 2つに分けてそれを説明していこう。

サーピユの提供，配達に関わる諸活動の管理の問題

サーピコえを消費者，顧客に提供，配達するさいの問題としては，その需要と

供給の調整，そして提供，配達時点での品質の維持・管理という問題があると

考えられる。これらのうち特に品質の維持・管理というと本来は流通というよ

わはむしろ生産に関わる事柄なのであるが，先にも述べたようにサーピ旦の生

産とその提供，配達が同時になされるところから，全く生産のみに関わる事柄

であると言い切るわけにはし、かない2830 需要と供給の調整についても，同様な

理由から生産と流通の両面に関わってくるものといえる。それはともかくとし

て，以下ではこれらについ亡み亡L、く ιとにしよう。

まfサーピ只財に対する需要と供給の調整ということが特に問題であるのは，

サーピア、財が有形財とは異なって在庫Lたり輸送したりできず， したがって在

庫形成を行なったり需要の増大Lている市場にそれを輸送するといったことに

よって需給の調整ができなL、からである。それゆえとうじたととろからその供

23) 例えぽシ zンソン他は， r流通に闘して，サービス業にとってのzつの重要な関心事は， (1)ザ

ーピスを顧客に近づきやすいものとすること， (2)サーピス白生産とマーケティングに対する品質
管理を維持することである」と述べている。このようにサ}ピスの晶質管理の問題は流通にも関
わってぐるのである。E.M. Johnson， et al.，叩.cit.， p. 256を参照のことu
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給能力が制限されているサーピス業ではヲプロックのいうように，需要が低い

ときには「通常その製品を在庫して貯えておくことはできないので生産能力が

浪費きれ，そして需要がそれに見合う組織の能力を超えるほど高いときには潜

在的事業機会が失なわれやすいJ却という問題が発生してくる。ラプロッグは

こうした問題を解決し，サービス業の制限された供給能力とそれに対する需要

を適合させる戦略として，需要がそれ自身の水準を見い出すにまかせて何等の

行動もとらないという戦略，価格付けの変更等によってピーク時に需安を減少

させ，需要が低いと舎にそれを増加させるという需要管理の戦略，そして予約

'/'.7-.テムや公式化された順番待ちのシλ テムによる需要の在庫戦略といったも

のを挙げている叩。

またラプロック以外にもこのサーピス財の需要と供給の調整については，サ

ッサーが次のような需給を調整するための方策を挙げている加。まず第ーに需

要の調整に闘しては需要の変更を起とさせる手段Eして，何格付け，ノンピー

ク需要の開発，補足的サーピスの開発，予約、/ステムの創造の 4つを挙げてい

る。価格付けというのは需要のピーグ時とノンピーク時にそれぞれ異なった価

格付けを行ない，それを通じて需要の変動を調整しようとするものである。ノ

ンピーク需要の開発というのは，需要のあまりないときにその需要掘り起こし

のための工夫をするというものである。補足的サーピスの開発というのは需要

のピーク時に消費者，顧客がサ ピスの提供を受けるのを待たされているとき

に，代替的サーピ兄を提供するというものであ答。そして予約システムの創造

というのは，そのシステムを創出して予約をとることによって「サービス配達

システムの生産能力を事前に販売」叩 Lてしまおうとするものである。

第三に供給の調整に関しては供給の統制を行なう手段として，ハートタイマ

24) C. H. Lovcloclむ“ St四 tegiesfor Managing Demand in Capacity.Cons比四1且edService Or-

ganizations，" in G. Foxall Ced.)， Markeれngin the Service lndustries， London: Frank Ca宮市

and Co. Ltd.， 1985， p. 13. 

25) Ibid.， pp. 16-20を毒照のこと。
26) W. E. Sa凶 er，0止 cit.，pp. 137-140を参照Dこと。
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ーの利用，効率の最大化，顧客参加の増大，能力の共有J 拡張のための掛金へ

の投資といったものを挙げている。パートタイマーの利用というのは，需要の

ピーク時にパートタイマーを雇い入れて供給を一時的に増加させるものである。

効率の最犬化というのはノ νピーク時に支援的な仕事をしておいてピーク時に

本質酌な仕事をするようにしたり，他部門の従業員にクロ月・トレイニングを

施しそれをピーク時に動員するなどして効率化をはかることである。顧客参加

の増大というのは顧客にセルフサーピλ をさせるというものであり，能力の共

有というのは他社とその供給能力を共有し合うことである。そして拡張のため

の掛金への投資というのは，将来拡張が見込まれるところに投資したりすると

し、うものであ答。

サーピZ財に対する需要と供給を調整する戦略や手段には以上のようなもの

があると考えられるが，特にサーピユ財の提供，配達ということに関してはこ

のなかの予約システムや価格付け，効率の最大化といったところが重要になっ

てくるであろう。いずれにせよこうした手段によって，需要の変動の影響を受

けやすくその供給能力の制限されている，サーピスを提供する企業や機関は，

需給の調整を行なっていかなければならないといえる。

次にサーピ只が提供，配達されるさいの品質の維持・管理についてであるが，

先にも述べたようにサービス財というのはそのサーピλ製品の品質を保つのが

非常に難しし同種のサービス製品であってもそれが提供される時や場所によ

ってその中身が異なってくるということがありうる山。つまりサーピ九を提供

する詐営利機関というよりは企業にとって特にこの問題が重要になってくると

いえるが，サーピJえを提供，配達するさいに消費者，顧客に対して市に一定し

たサーピ兄の品質をどのように維持するのかという ζ とはサーピスの提供，配

27) lbid.. p. t:=l8 

28) ζのサーピス財の品質管理については，次のものを参照するとよい。 G.M. Hostage，“QuaHty 

Control in a Service Business，" Harvard Business Review. VoL 53， No. 4， July-August 
1975， pp. 98-106，風間禎三郎訳，サーピス産業における品質管理， iダイヤモシド田ハ パ-" 

ゴジネスJ.1976竿10月号〈創刊号). 79~88- ージ。
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達のさいの最も重要な問題なのである。消費者，顧客がサーピスを購入し消費

する場合，彼等に提供，配達されるサーピλ の品質にばらつきが犬きくかっ頻

繁にそれが発生するときには，消費者，顧客の期待していたサービスとのギャ

ップが大きくなり，その消費者，顧客は不満を抱くことになろう"らそれゆえ

十←ぜy、の提供，配達を行なう側としては，十一ピスが提供，配達されるさい

の品質の維持・管理を行なりていく必要が出て〈る。

例えばこうし売サービスが提供，配達されるさいの品質の維持・管理を行な

っていくためには，サーヒ見の提供，配達を行なう者のその接客，応対方法等

のマニュアノレ化や彼等に対する研修，教育・訓練等を行ない，サーピスが提供，

配達されるさいのその仕方の標準化をなるべ〈行なって，品質のばらつきを解

消していく必要があるといえる別〉

中開業者に対する管理の問題

サーピ月財の使用権の流通がみられる場合には中開業者が用いられるが，そ

のさいには中間業者に対する管理が必要になってくる。この場合サーピλ を提

供する企業が中開業者の管理を行なうのは，そのサービス製品の販路及び十分

な市場カパレッヂを確保するとともに，そのサーピλ財の使用権に対する彼等

の販売努力を確保し，それを購入する消費者，顧客に対するサーピア、水準を向

上させるためである。またサーピスを提供する非営利機関の場合には，その中

"Y) 例えば V.A. -t!イタムル~ーL.L.ベリ ー-11 パラスラマンは， r消費者が高品置である 2二

感じるようなサービスの配達を妨げるかもしれない，サービスの供給者側でのJギャップとして
次の4つのものを羊げている。つまりそれbは1 消費者の期待と抽費者の期待についての経営
者の認識の聞の相進 2 消費者の期待についての経官者自認識とサ ピスの品質についての仕
様の問D相遺， 3 サーピスり品質についての仕様と実際に配達されたサーヒスとの閑の相違，
4 サーピプ、の配達と消費者にサーピスについて伝達されたとととの同町相違といったものであ
る。特にザ ピスの品質管理との関連では，これらのうち2と3のギャップが問題になってくる
であろう。
このゼイタムル他の議論については， 次のものを参照Dこと。 V.A Zeithaml， L. L. Berry， 

and A. Parasuraman，“ Communication and Control Process. in t.hp. Dp.livery of Service 

Quality;' Journal 01 Marketing， Vol. 52， No. 2， April 1988， pp. 35-48 なおここで引用した
箇所は，その35-36ベジである。

30) なおここでは詳しく触れてこなかったが，サーピスを提供する企業や非営F路』関がそのサーピ
スの提性込配達を契約等により旭者に委託する場合がある。との場合には提官も配達されるザー
ピスの品置の維持管理のため，そうした他者に対する管理活動が~要になってくるであろう。
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開業者管理の目的は，基本的には十分な市場カハレッヂの確保にあるとみてよ

いであろう。

いずれにせよこうしたサービスを提供する企業や非蛍利機関は，その中開業

者とその千ャネルにおける相互の役割関係の取り決めを行ない，彼等に対して

リーダージップを発揮するとともに種々のインセンティヴを与えて動機付什を

行ない，管理活動を行な勺ていかなければならないといえる。但し中開業者に

対する管理といっても営利企業聞と非営利機関聞ではその内容，仕方等に相違

があると考えられるので，それについていくつかの点を指摘しておこう山。

まずサーピスの生産者とその中間業者との聞のチャネノレにおける相互の役割

関係についての取り決めであるが， これはサーピス業に従事する営利企業問で

は比較的容易に同意に達することが可能と考えられるが，非営利機関聞では

S. H ファイン (S.H. Fine)が示唆しているように，それぞれの機関が自らを

自律性を持ったものとみなしているところから同意に達することが(例えば誰

がチャネノレ・リーダーになるのかということ等について〕困難であるかもしれ

ない山。

次にリーグーシップの発揮や動機イ、Jliに関してであるが， ι:/lしについ ζも蛍

利企業聞の場合には問題はなし、が，非営利機関聞の場合には役割関係の取り決

めも困難であるところから，そうしたことを遂行していくことは難~，、かもし

れなL、。そ Lてこのリーダーシップの発揮，動機付けといったことを行なって

い〈きいの基盤についても，営利企業聞と非営利機関聞では相違があると考え

られる。つまり営利企業闘では経済的資源がそうした基盤と Lて有効であろう

が，非首利機関闘では必ずしもそうではなく非経済的資源が有効かもしれない。

最後に中間業者が遂行するチャネノレ課業のパフォーマンスを評価するときに

31) {.且し非営利機関がその中間業者として営利企業を利用するときには，営利企業聞の場合とさほ
ど相違がないかもしれない。

32) 邑 H Fine，“ Sodal and Nonpro:fit Marketing: Some Trends and Issues，" in R. W. Belk 

Ced.)， Advances問 Nonpro}itMarketing， Vol. 2， Greenwich， Conneticut: JAI Press， 1987. 
p.82 ζ0自体性に関していえば.どのよう tJ:~組織でも機関でも何等研の白樟性叫持ってし、るが，

非営剥機関白場合にはその自律性由度合が高いというととである。



サ ピスのマ ケティング，チャネルについて0一考察 (131) 131 

はfそれが営利企業の場合には経済的基準が有効であるが，それが非営利機関

白場合には非経済的基準の方が有効かもしれない。

以上のような点で相違があると考えられるが，営利企業，非営利機関を問わ

ずサービスの使用権の流通に中開業者を利用する場合には，彼等に対する何等

かの管理活動を行なわなければならないといえる。

VI結論

これで十一ピスのチャネノレの問題については概説し終わった。本稿ではまず

サーピスのチャネノレの概念について検討を行なうとともにその一般的な構造及

び機能上の特徴を明きらかにし，次いでサービスのチャネノレの管理を行なって

いくうえで，果してどのようなことが問題となるのかについて検討してきたの

である。そしてそこでは特にサービスのチャネルの問題が，有形財のチャネノレ

の問題と比較してどこに相違点があるのかということを常に念頭におきながら

検討してきたo ただここで注意しておきたいのは次の点である。つまり本稿で

提示した十一ピ且のチャネノレについての議論というのは，それについての一試

論でありこれでその内容が確定されたというわけではないということである。

上述の議論の中で提示したのは，サーピλ のチャネノレ白問題にはこのような問

題があると考えられるのではないかという ζ とであったのであるo リーピ7.0)

チャネノレについてはそれに対する研究が不足しているところから， どういうこ

とが十一ピスのチャネルの問題。中に含まれるのかということについてまだま

だ不明確なところが多し今後の研究に待たねばならない点や課題が多いとい

える。そうした左ころから最後に，今後の研究の課題と考えられる有青い〈っ

か挙げてしめ<<りとしよう。

まず第一にここでは分析の対象を，サーピλ業を営む企業とサービスを提供

する非営利機関の両者としてきたが，特にこの両者を明確に区分して分析を行

なってこなかった。しかしながらこの両者を明確に区別したうえで，それぞれ

に特有なチャネノレ問題は何かということについて分析を行なっていく必要もあ
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ると考えられる。

第三に木摘では先に述べた理由 ¥:J 一般の消費者に対するチャネノレり問題と

産業ユ ザーに対するチャネノレの問題とを区201..-て取り扱ってこなかった。し

か Lながらこれについても，何等かのそれぞれに特有なチャネル問題が見い出

きれるかもしれないので，今後検討Lてしぺ必要があと3かもしれない。

第三にサービスのチャネノレについては特にそのチャネノレ構築やチャネノレ活動

に関する管理についての議論が不足しているので，今後こうしたことについて

その議論を蓄積していく必要があるであろうということである則。

33) 例えば本稿ではサーピスのチャネルの構築の問題について，中開業者の選択の問題を取り援すコ

なかったが，こうした問題についても分析を行ない議論を蓄積してい〈必要がらるだろう。この
中間業者の選t1Rの問題については， Aメイダンが旅行代理業者の選択基準の研究を行なっており，
いくつか町基準が挙げられていあ。 そのリストに関しては改のもりを参照のζ と。 A.Meidan， 
“The Marketing of Tourism，" in G. Foxal1 Ced.)， ot. cit.， p. 181 


